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明石市教育環境保全のためのラブホテル、パチンコ店及びゲームセンターの建築等の

規制に関する条例及び明石市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

（明石市教育環境保全のためのラブホテル、パチンコ店及びゲームセンターの建築等の規

制に関する条例の一部改正） 

第１条 明石市教育環境保全のためのラブホテル、パチンコ店及びゲームセンターの建築等

の規制に関する条例（平成１７年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

別表第２（第７条、第19条関係） 別表第２（第７条、第19条関係） 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 博物館法（昭和26年法律第285号）第２

条第１項に規定する博物館及び同法第31条

第２項に規定する指定施設 

(４) 博物館法（昭和26年法律第285号）第２

条第１項に規定する博物館及び同法第29条

に規定する博物館に相当する施設 

(５)～(８) （略） (５)～(８) （略） 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 
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（明石市旅館業法施行条例の一部改正） 

第２条 明石市旅館業法施行条例（平成２９年条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

改   正 現   行 

（施設の指定等） （施設の指定等） 

第９条 法第３条第３項第３号（法第３条の２

第２項及び第３条の３第３項において準用す

る場合を含む。）に規定する条例で定める施

設は、次のとおりとする。 

第９条 法第３条第３項第３号（法第３条の２

第２項及び第３条の３第３項において準用す

る場合を含む。）に規定する条例で定める施

設は、次のとおりとする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 博物館（博物館法（昭和26年法律第285

号）第２条第１項に規定するものをいう。）

及び指定施設（同法第31条第２項に規定す

るものをいう。） 

(２) 博物館（博物館法（昭和26年法律第285

号）第２条第１項に規定するものをいう。）

及び博物館に相当する施設（同法第29条に

規定するものをいう。） 

(３)～(５) （略） (３)～(５) （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

以 下 略 以 下 略 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 

３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本案は、博物館法の一部改正に伴い、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しようと

するものである。 
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